
■渡辺廉吉      司法行政家。明治憲法起草作業に従事以降，近代的法律制度の確立とその運用に尽力したが，事故で急死。■渡辺廉吉      司法行政家。明治憲法起草作業に従事以降，近代的法律制度の確立とその運用に尽力したが，事故で急死。■渡辺廉吉      司法行政家。明治憲法起草作業に従事以降，近代的法律制度の確立とその運用に尽力したが，事故で急死。■渡辺廉吉      司法行政家。明治憲法起草作業に従事以降，近代的法律制度の確立とその運用に尽力したが，事故で急死。■渡辺廉吉      司法行政家。明治憲法起草作業に従事以降，近代的法律制度の確立とその運用に尽力したが，事故で急死。■渡辺廉吉      司法行政家。明治憲法起草作業に従事以降，近代的法律制度の確立とその運用に尽力したが，事故で急死。
わたなべれんきち
開国開港・・1854＝      越後国長岡で，長岡藩士渡辺櫓左衛門の第七子に生まれる。

桜田門外変・桜田門外変・桜田門外変・桜田門外変・桜田門外変・桜田門外変・1860＝ 6歳：

8月18日政変 1863＝ 9歳：＝ 9歳：＝ 9歳：＝ 9歳：＝ 9歳：＝ 9歳：

明治維新・・明治維新・・明治維新・・明治維新・・明治維新・・明治維新・・1868＝14歳：<戊辰戦争>に従軍して負傷した。
帰郷後，士族学校に入学したが，

廃藩置県・・1871＝17歳：_上京し，大学南校独逸部に入学。_上京し，大学南校独逸部に入学。_上京し，大学南校独逸部に入学。_上京し，大学南校独逸部に入学。_上京し，大学南校独逸部に入学。_上京し，大学南校独逸部に入学。
学問のすすめ学問のすすめ学問のすすめ学問のすすめ学問のすすめ学問のすすめ1872＝18歳：＝18歳：＝18歳：＝18歳：＝18歳：＝18歳：
明治6年政変 明治6年政変 明治6年政変 明治6年政変 明治6年政変 明治6年政変 1873＝19歳：_同校後身の第一大学区第一中学を卒業し，開成学校に入学。_同校後身の第一大学区第一中学を卒業し，開成学校に入学。_同校後身の第一大学区第一中学を卒業し，開成学校に入学。_同校後身の第一大学区第一中学を卒業し，開成学校に入学。_同校後身の第一大学区第一中学を卒業し，開成学校に入学。_同校後身の第一大学区第一中学を卒業し，開成学校に入学。
佐賀の乱・・1874＝20歳：_東京外国語学校教諭心得となり，_東京外国語学校教諭心得となり，_東京外国語学校教諭心得となり，_東京外国語学校教諭心得となり，_東京外国語学校教諭心得となり，_東京外国語学校教諭心得となり，

以後，_同校で教諭・訓導としてドイツ語を教授した。_同校で教諭・訓導としてドイツ語を教授した。_同校で教諭・訓導としてドイツ語を教授した。_同校で教諭・訓導としてドイツ語を教授した。_同校で教諭・訓導としてドイツ語を教授した。_同校で教諭・訓導としてドイツ語を教授した。

・・・・・・1880＝26歳：_外務三等書記生に任ぜられ，在オーストリア公使館に赴任。_外務三等書記生に任ぜられ，在オーストリア公使館に赴任。_外務三等書記生に任ぜられ，在オーストリア公使館に赴任。_外務三等書記生に任ぜられ，在オーストリア公使館に赴任。_外務三等書記生に任ぜられ，在オーストリア公使館に赴任。_外務三等書記生に任ぜられ，在オーストリア公使館に赴任。
明治14年政変明治14年政変明治14年政変明治14年政変明治14年政変明治14年政変1881＝27歳：＝27歳：＝27歳：＝27歳：＝27歳：＝27歳：

_かたわら，ウィーン大学で法律学・政治学を学び，憲法制度調査のため来墺した伊藤博文の知遇を得る。_かたわら，ウィーン大学で法律学・政治学を学び，憲法制度調査のため来墺した伊藤博文の知遇を得る。_かたわら，ウィーン大学で法律学・政治学を学び，憲法制度調査のため来墺した伊藤博文の知遇を得る。_かたわら，ウィーン大学で法律学・政治学を学び，憲法制度調査のため来墺した伊藤博文の知遇を得る。_かたわら，ウィーン大学で法律学・政治学を学び，憲法制度調査のため来墺した伊藤博文の知遇を得る。_かたわら，ウィーン大学で法律学・政治学を学び，憲法制度調査のため来墺した伊藤博文の知遇を得る。
岩倉具視没・1883＝29歳：_帰国し，太政官権少書記官に任ぜられた。_帰国し，太政官権少書記官に任ぜられた。_帰国し，太政官権少書記官に任ぜられた。_帰国し，太政官権少書記官に任ぜられた。_帰国し，太政官権少書記官に任ぜられた。_帰国し，太政官権少書記官に任ぜられた。
秩父事件・・1884＝30歳：_制度取調局御用掛を兼務し，明治憲法起草作業に従事。_制度取調局御用掛を兼務し，明治憲法起草作業に従事。_制度取調局御用掛を兼務し，明治憲法起草作業に従事。_制度取調局御用掛を兼務し，明治憲法起草作業に従事。_制度取調局御用掛を兼務し，明治憲法起草作業に従事。_制度取調局御用掛を兼務し，明治憲法起草作業に従事。
内閣発足・・1885＝31歳：法制局参事官となったが，

初の対等条約1888＝34歳：内閣総理大臣秘書官に転じた。
帝国憲法発布帝国憲法発布帝国憲法発布帝国憲法発布帝国憲法発布帝国憲法発布1889＝35歳：
帝国議会始・1890＝36歳：＝36歳：＝36歳：＝36歳：＝36歳：＝36歳：地方官として静岡に出，
大津事件・・1891＝37歳：岐阜・宮城で勤務した後，
大本教・・・大本教・・・大本教・・・大本教・・・大本教・・・大本教・・・1892＝38歳：再び法制局参事官となり，
郡司千島探検1893＝39歳：*行政裁判所評定官に任命された。*行政裁判所評定官に任命された。*行政裁判所評定官に任命された。*行政裁判所評定官に任命された。*行政裁判所評定官に任命された。*行政裁判所評定官に任命された。
日清戦争始・日清戦争始・日清戦争始・日清戦争始・日清戦争始・日清戦争始・1894＝40歳：

Bushidou・・Bushidou・・Bushidou・・Bushidou・・Bushidou・・Bushidou・・1899＝45歳：＝45歳：＝45歳：＝45歳：＝45歳：＝45歳：

日露戦争終・日露戦争終・日露戦争終・日露戦争終・日露戦争終・日露戦争終・1905＝51歳：
満鉄発足・・1906＝52歳：*行政裁判所部長となり，*行政裁判所部長となり，*行政裁判所部長となり，*行政裁判所部長となり，*行政裁判所部長となり，*行政裁判所部長となり，

ｱﾗﾗｷﾞ創刊・ ｱﾗﾗｷﾞ創刊・ ｱﾗﾗｷﾞ創刊・ ｱﾗﾗｷﾞ創刊・ ｱﾗﾗｷﾞ創刊・ ｱﾗﾗｷﾞ創刊・ 1908＝54歳：＝54歳：＝54歳：＝54歳：＝54歳：＝54歳：_行政裁判制度視察のため渡欧，_行政裁判制度視察のため渡欧，_行政裁判制度視察のため渡欧，_行政裁判制度視察のため渡欧，_行政裁判制度視察のため渡欧，_行政裁判制度視察のため渡欧，
伊藤博文暗殺伊藤博文暗殺伊藤博文暗殺伊藤博文暗殺伊藤博文暗殺伊藤博文暗殺1909＝55歳：*帰国。行政裁判法取調委員となり，行政裁判法改正作業に携わる。*帰国。行政裁判法取調委員となり，行政裁判法改正作業に携わる。*帰国。行政裁判法取調委員となり，行政裁判法改正作業に携わる。*帰国。行政裁判法取調委員となり，行政裁判法改正作業に携わる。*帰国。行政裁判法取調委員となり，行政裁判法改正作業に携わる。*帰国。行政裁判法取調委員となり，行政裁判法改正作業に携わる。

明治天皇没・明治天皇没・明治天皇没・明治天皇没・明治天皇没・明治天皇没・1912＝58歳：

ロシア革命・ロシア革命・ロシア革命・ロシア革命・ロシア革命・ロシア革命・1917＝63歳：＝63歳：＝63歳：＝63歳：＝63歳：＝63歳：

原敬首相暗殺原敬首相暗殺原敬首相暗殺原敬首相暗殺原敬首相暗殺原敬首相暗殺1921＝67歳：
水平社結成・1922＝68歳：*貴族院議員に任ぜられた。行政裁判所部長を依願免官となった。*貴族院議員に任ぜられた。行政裁判所部長を依願免官となった。*貴族院議員に任ぜられた。行政裁判所部長を依願免官となった。*貴族院議員に任ぜられた。行政裁判所部長を依願免官となった。*貴族院議員に任ぜられた。行政裁判所部長を依願免官となった。*貴族院議員に任ぜられた。行政裁判所部長を依願免官となった。

治安維持法・1925＝71歳：_事故により急死した。_事故により急死した。_事故により急死した。_事故により急死した。_事故により急死した。_事故により急死した。


